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⚫ 1.1 電子申請届出システムの導入目的

⚫ 1.2 電子申請届出システムによる申請・届出のメリット

⚫ 1.3 電子申請届出システム上で提出可能な申請・届出の種類

1. 目的・背景
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出所）厚生労働省第１０回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会資料

（https : //www.mhlw.go . jp/content/12201000/000614741.pdf 、閲覧日：令和４年９月21日、点線を追加）

厚生労働省では、介護分野の文書に係る負担軽減に関する取り組みを行うため、「ウェブ入力・電子

申請」を進めてきました。その「ウェブ入力・電子申請」について、介護サービス情報公表システムを活

用したオンラインによる指定申請が可能な「電子申請届出システム」が令和4年11月から運用開始され

ています。

電子申請届出システムの目的・背景

1.1 電子申請届出システムの導入目的
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※1：本システムより実際に受け付ける申請・届出の種類は指定権者にて個別に制限を設ける場合があります。

※2：「その他申請届出」は、再開届出、廃止・休止届出、指定辞退届出、指定を不要とする旨の届出等を含みます。

電子申請届出システムを通じたオンラインによる申請・届出には、以下のメリットがあります。

電子申請届出システムによる申請・届出のメリット

1.2 電子申請届出システムによる申請・届出のメリット

⚫ 提出書類の印刷、郵送・持参等の手間なく、ウェブ上で申請・届出を完結させることができます！

⚫ 申請・届出の様式・付表についてウェブ画面で入力することができます！

⚫ 添付書類について電子ファイルでの提出が可能なため、複数の申請・届出の際に同じファイルをご

活用いただけます！

⚫ 申請・届出の受付状況や結果について、システム上で確認が可能です！

電子申請届出システムより受付可能な電子申請・届出の種類（予定）※1



6

新規指定申請、変更届出、更新申請、加算に関する届出、他法制度に基づく申請届出などが、

本システムによる電子申請・届出の対象範囲です。

電子申請届出システム上で提出可能な申請・届出の種類

1.3 電子申請届出システム上で提出可能な申請・届出の種類

新規指定申請

変更届出

更新申請

その他届出・申請

加算に関する届出

他法制度に基づく

申請届出

出所）電子申請届出システム操作マニュアル（介護施設・事業所向け）

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/manual _sh inse i _1 _0 .pdf 閲覧日：令和5年3月1日、点線と吹き出しを追加）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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（参考）各申請届出様式の提出様式

1.3 電子申請届出システム上で提出可能な申請・届出の種類

ウェブ入力 アップロード

第１号 指定（許可）申請書 〇 ー

第２号 指定を不要とする旨の届出書 〇 ー

第３号 変更届出書 〇 ー

第３号の２ 再開届出書 〇 ー

第４号 廃止・休止届出書 〇 ー

第５号 指定辞退届出書 〇 ー

第６号 介護老人保健施設・介護医療院　開設許可事項変更申請書 〇 ー

第７号 介護老人保健施設・介護医療院　管理者承認申請書 〇 ー

第８号 介護老人保健施設・介護医療院　広告事項許可申請書 〇 ー

第９号 指定介護療養型医療施設指定変更申請書

ー ー

介護療養型医療施設は、2024年3月末までの期限

で、新規受付はしていないため、電子申請届出システム

の受付対象外。

第１０号 指定(許可)更新申請書 〇 ー

付表１ 訪問介護 〇 ー

付表２ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 〇 ー

付表３ 訪問看護・介護予防訪問看護 〇 ー

付表４ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 〇 ー

付表５ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 〇 ー

付表６ 通所介護 〇 ー

付表７ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 〇 ー

付表８ー１ 短期入所生活介護（単独型） 〇 ー

付表８ー２ 短期入所生活介護（空床型・特養の併設型） 〇 ー

付表８ー３ 短期入所生活介護（特養以外の併設型） 〇 ー

付表９ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 〇 ー

付表１０ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 〇 ー

付表１１ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 〇 ー

付表１２ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 〇 ー

付表１３ 介護老人福祉施設 〇 ー

付表１４ 介護老人保健施設 〇 ー

付表１５ 介護医療院 〇 ー

参考様式１ 勤務票 ー 〇

参考様式２ 平面図 ー 〇

参考様式３ 設備・備品等一覧表 ー 〇

参考様式４ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ー 〇

参考様式５ 受託居宅サービス事業所等 ー 〇

参考様式６ 誓約書 ー 〇

参考様式７ 介護支援専門員一覧 ー 〇

ー （各指定権者で定める添付書類等の提出物） ー 〇

備考

居宅・施設

分類 様式番号 様式名
提出形式
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（参考）各申請届出様式の提出様式

1.3 電子申請届出システム上で提出可能な申請・届出の種類

ウェブ入力 アップロード

第１号 指定（許可）申請書 〇 ー

第２号 変更届出書 〇 ー

第２号の２ 再開届出書 〇 ー

第３号 廃止・休止届出書 〇 ー

第４号 指定辞退届出書 〇 ー

第５号 指定(許可)更新申請書 〇 ー

第６号 指定介護予防支援委託（変更）の届出書 ー 〇

付表１ 夜間対応型訪問介護 〇 ー

付表２－１ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護（単独型・

併設型）
〇 ー

付表２－２
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護（共用型） 〇 ー

付表３ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 〇 ー

付表４ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 〇 ー

付表５ 地域密着型特定施設入居者生活介護 〇 ー

付表６ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 〇 ー

付表７ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 〇 ー

付表８ 複合型サービス 〇 ー

付表９ 地域密着型通所介護 〇 ー

付表１０ 居宅介護支援事業 〇 ー

付表１１ 介護予防支援事業 〇 ー

参考様式１ 勤務票 ー 〇

参考様式２ 管理者経歴書 ー 〇

参考様式３ 平面図 ー 〇

参考様式４ 設備・備品等一覧表 ー 〇

参考様式５ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ー 〇

参考様式６ 誓約書 ー 〇

参考様式７ 介護支援専門員一覧 ー 〇

ー （各指定権者で定める添付書類等の提出物） ー 〇

第１号 登録申請書 〇 ー

第２号 変更届出書 〇 ー

第３号 再開届出書 〇 ー

第４号 廃止・休止届出書 〇 ー

第５号 登録更新申請書 〇 ー

ー （付表様式） 〇 ー 基準該当様式の付表は、提出対象のサービスに応じ

て、居宅・施設、地域密着の付表を用いる。

ー （各指定権者で定める添付書類等の提出物） ー 〇

第１号 指定申請書 〇 ー

第２号 変更届出書 〇 ー

第２号の２ 再開届出書 〇 ー

第３号 廃止・休止届出書 〇 ー

第４号 指定更新申請書 〇 ー

付表１ 訪問型サービス 〇 ー

付表２ 通所型サービス 〇 ー

参考様式１ 勤務票 ー 〇

参考様式２ 平面図 ー 〇

参考様式３ 設備等一覧表 ー 〇

参考様式４ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ー 〇

参考様式５ 誓約書 ー 〇

ー （各指定権者で定める添付書類等の提出物） ー 〇

備考

地域密着型

基準該当

介護予防・日

常生活支援

総合事業

分類 様式番号 様式名
提出形式
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⚫ 2.1 指定権者の電子申請届出システムの対応状況の確認

⚫ 2.2 GビズIDの取得

⚫ 2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

2. 電子申請・届出のための事前準備
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出所：厚生労働省ホームページ「介護保険制度の概要」 『介護保険とは』

（https : //www.mhlw.go . jp/content/000801559.pdf 閲覧日：令和5年1月11日）

各自治体の指定権限別に指定を行う介護サービスが異なるため、申請する前に対象サービスの指定権

者を確認してください。尚、自治体では権限を委譲している場合があるため、詳細は必ず所在地の都道

府県または市町村等のホームページで確認してください。

指定権限別の介護サービスの種類

2.1 指定権者の電子申請届出システムの対応状況の確認

指定権限別の介護サービスの種類


